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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月26日(2010.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象の画像を処理する方法であって、
Ｘ線管を前記対象に対し、経路上で移動させるステップと、
前記Ｘ線管により前記管の前記経路に沿った様々な位置についてＸ線が放出するステップ
であって、前記Ｘ線が複数の放出方向で前記対象に交差する、前記放出するステップと、
前記対象に対し前記Ｘ線管に対向して配置されたＸ線検出器を用いて、Ｘ線画像データを
前記放出方向の各々について検出するステップと、
前記画像データから前記対象の少なくとも１枚の標準的な投影画像を形成するステップと
、
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像に疑わしいと推測される領域を表わす二次元標識
を配置するステップと、
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像を再構成してディジタル容積を生成するステップ
と、
疑わしいと推測される領域の検出を容易にする三次元標識を前記ディジタル容積に配置す
るステップと、
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像に前記三次元標識を再投影するステップと、
を備えた方法。
【請求項２】
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像の前記二次元標識は、前記三次元標識から生成さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記標識のディジタル容積の生成は、
前記少なくとも１枚の投影画像において、前記疑わしいと推測される領域の各々に割り当
てられる輪郭を決定するステップと、
前記少なくとも１枚の投影画像において前記輪郭の三次元再構成を行ない、各々の疑わし
いと推測される領域についての三次元輪郭を前記ディジタル容積において得るステップと
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、
を含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記三次元輪郭は三次元標識により表わされる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記標識のディジタル容積の生成は、
トモシンセシスの手法により前記少なくとも１枚の標準的な投影画像から原画像の再構成
を可能にするステップと、
前記原画像のセグメント分割を行うステップと、
前記原画像に前記三次元標識を配置するステップと、
を含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
三次元標識が、前記少なくとも１枚の標準的な投影画像の二次元標識に再投影される場合
には、該二次元標識により表わされる前記疑わしいと推測される領域は臨床的に関心があ
ると看做され、
前記三次元標識が、標識を有しない前記少なくとも１枚の標準的な投影画像のセクタに再
投影される場合には、該セクタは臨床的に関心があると看做され、
他の場合には、前記少なくとも１枚の標準的な投影画像の前記二次元標識は臨床的に関心
がないと看做される、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記疑わしいと推測される領域の輪郭により画定される前記再構成された少なくとも１枚
の標準的な投影画像のスライスの積層体を表示するステップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
前記Ｘ線は、前記多数の放出方向に非一様に分配される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
前記Ｘ線は、前記多数の放出方向に一様に分配される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像の前記二次元標識を再投影された前記三次元標識
と比較するステップを含んでいる請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
複数の放出方向で対象を透過するＸ線を放出するＸ線管と、
前記対象に対して前記Ｘ線管と対向して配置されており、Ｘ線投影画像を検出するＸ線検
出器と、
疑わしいと推測される領域が二次元標識により表わされた、少なくとも１枚の標準的な投
影画像を前記画像データから形成する第一の処理ユニットと、
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像を再構成してディジタル容積を生成する手段と、
前記疑わしいと推測される領域を表わす三次元標識を前記ディジタル容積に配置する手段
と、
前記少なくとも１枚の標準的な投影画像に前記三次元標識を再投影する制御論理ユニット
と、
を含んでいるＸ線装置。
【請求項１２】
前記標識のディジタル容積を生成する手段は、
前記少なくとも１枚の投影画像において、前記疑わしいと推測される領域の各々に割り当
てられる輪郭を決定し、
前記少なくとも１枚の投影画像において前記輪郭の三次元再構成を行ない、各々の疑わし
いと推測される領域についての三次元輪郭を前記ディジタル容積において得る第二の処理
ユニットを含んでいる、請求項１１に記載の装置。
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【請求項１３】
前記標識のディジタル容積を生成する手段は、
トモシンセシスの手法により前記少なくとも１枚の標準的な投影画像から原画像の再構成
を可能にし、
前記原画像のセグメント分割を行い、
前記原画像に前記三次元標識を配置する第三の処理ユニットを含んでいる、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１４】
前記Ｘ線の分配は、前記複数の放出方向に一様に用いられる、請求項１１に記載の装置。
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